
 

＜注意事項＞  

 この届出は離婚成立日より３カ月を経過している場合は受理できません。  

 婚姻の際、裁判所で氏を変更した方はこの届出はできません。 

 黒のボールペンで丁寧に書いてください。（消せるボールペンは不可） 

XX XX XX 

在北マケドニア日本国 

ストヤノフスキ 花子 

               はなこ    

平成 XX XX XX 

北マケドニア共和国スコピエ市 XXXX 通り 18 番 201 号 

ストヤノフスキ 花子 

東京都千代田区霞が関２丁目      2   ２号 

在外 花子 

ストヤノフスキ 在外 

ざいがい 

アレクサンダー, ストヤノフスキ 

✔ 

令和 XX XX XX 

ストヤノフスキ 花子 

XXX-XXX-XXX（携帯）、メールアドレスを記載 

記載例：同籍者がいない場合 


